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解答にあたっての注意

1 ．試験問題については、特に指示のない限り、2022年10月 1 日現在施行の
法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対
する各種特例等については考慮しないものとします。
2．問題文中の法律名等については、以下のような略称を用いています。
・一般NISA＝非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置
・金融サービス提供法＝金融サービスの提供に関する法律
・金融分野ガイドライン＝個人情報保護委員会・金融庁「金融分野にお
ける個人情報保護に関するガイドライン」
・個人情報保護法＝個人情報の保護に関する法律
・障害者等の特別マル優＝障害者等の少額公債の利子の非課税制度
・障害者等のマル優＝障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度
・つみたてNISA＝非課税累積投資契約に係る非課税措置
・犯罪収益移転防止法＝犯罪による収益の移転防止に関する法律
・預金者保護法＝偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正
な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律

3．問題文中の「金融商品取引法上」という表現は、同法のほか、関連する
政令・内閣府令等を含みます。他の法律についても同様です。
4．問題文中の「金融機関」とは、「銀行」および「協同組織金融機関」を
指し、金融商品取引法上の「登録金融機関」となっているものとします。
5．問題文中の「一般投資家」は、金融商品取引法上の「特定投資家」以外
の投資家をいいます。
6．問題文中の「一般顧客」は、金融サービスの提供に関する法律上の「特
定顧客」以外の顧客をいいます。
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【第 1問】次の各文章（（ 1）から（20）まで）の（　　）内に入るべき最も適
切な文章、語句、数字またはその組合せを選び、その番号を解答用紙
にマークしなさい。 〔20問〕

（ 1）金融庁が金融事業者に向けて策定した「顧客本位の業務運営に関する
原則」では、①顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等、②顧客
の最善の利益の追求、③（　㋐　）の適切な管理、④手数料等の明確化、
⑤重要な情報の分かりやすい提供、⑥顧客にふさわしいサービスの提供、
⑦従業員に対する適切な動機づけの枠組み等の 7つの原則が定められ、金
融事業者が各々の置かれた状況に応じて、形式ではなく実質において顧客
本位の業務運営を実現することができるよう、（　㋑　）・アプローチを採
用している。

1．㋐利益相反　　　㋑プリンシプルベース
2．㋐個人情報　　　㋑ルールベース
3．㋐個人情報　　　㋑プリンシプルベース

 解　説 顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）
金融庁が金融事業者に向けて策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」
では、①顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等、②顧客の最善の利
益の追求、③利益相反の適切な管理、④手数料等の明確化、⑤重要な情報の分
かりやすい提供、⑥顧客にふさわしいサービスの提供、⑦従業員に対する適切
な動機づけの枠組み等の 7つの原則が定められ、金融事業者が各々の置かれた
状況に応じて、形式ではなく実質において顧客本位の業務運営を実現すること
ができるよう、プリンシプルベース・アプローチを採用している。

【正解】 １

 解　説 

 
 

 

第

3

章



【winCC2022】３級 金融窓口サービス技能士　学科・実技　過去問題解説集（2021～2022年度実施分）／ono

118

（25）生命保険契約における告知に関する次の記述のうち、最も不適切なも
のはどれか。
1．生命保険契約の締結に際し、保険契約者または被保険者は、生命保険会
社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要
な事項があれば、自発的に当該事項に係る告知を行わなければならない。
2．一般に、生命保険募集人は告知受領権を有していないため、生命保険募
集人に告知事項を口頭で伝えたとしても、告知を行ったことにはならな
い。
3．保険法上、告知義務違反による生命保険契約の解除権は、生命保険会社
が解除の原因があることを知った時から 1カ月間行使しないとき、または
生命保険契約の締結の時から 5年を経過したときに消滅する。

 解　説 告知義務
1 ．不適切である。保険法上、保険契約者または被保険者は、保険契約の締結
の際に、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項のうち生命保険会社が
告知を求めた事項について、事実の告知をしなければならないと定められて
おり（保険法37条）、自発的な告知は義務付けられていない。
2．適切である。告知受領権は、生命保険会社および生命保険会社指定の医師
が有しており、生命保険募集人（営業担当者・代理店）に対して保険契約者
が口頭で話をしたとしても、告知したことにはならない。
3．適切である（保険法55条 4 項）。

【正解】 １

 解　説 
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解答にあたっての注意

1 ．試験問題については、特に指示のない限り、2022年10月 1 日現在施行の
法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災等の被災者等に
対する各種特例等については考慮しないものとします。
2．問題文中の法律名については、以下のような略称を用いています。
・障害者差別解消法＝障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
・犯罪収益移転防止法＝犯罪による収益の移転防止に関する法律

3．問題は、【第 1問】から【第 5問】まであります。
4．各問の問題番号は通し番号となっており、《問 1》から《問20》までと
なっています。
5．解答は、解答用紙に記入してください。
6．問題文中の「金融商品取引法上」という表現は、同法のほか、関連する
政令・内閣府令等を含みます。他の法律についても同様です。
7．問題文中の「Ｘ銀行」は、外国銀行支店ではなく、金融商品取引法上の
「登録金融機関」となっているものとします。
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【第 1 問】次の設例に基づいて、下記の各問（《問 1》～《問 4》）に答えなさ
い。

《設　例》

Ｘ銀行Ｙ支店では、若手窓口職員を対象に、お客さま満足度の向上および
事務取扱いスキルの向上を目指し、先輩職員Ｔを講師として勉強会が行われ
た。

《問 1》　Ｔは現金の取扱いについて説明した。Ｔの説明に関する次の記述のう
ち、最も不適切なものはどれか。

1 ．「窓口で現金を受け取るときは、受け取った時点で顧客の面前で勘定を行
い、金額の相違がないことを確かめなくてはいけません」
2．「欠損した紙幣は、その欠損の状況により取扱いが異なります。日本銀行
に損傷現金の鑑定（引換）を依頼する場合、表裏の両面があり、かつ券面の
3分の 2以上が残存している紙幣は、券面額の半額として扱われます」
3．「高額の現金を渡すときは、確認および防犯のために、複数の職員での立
会いや別室・ローカウンターの利用等に配慮する必要があります」

《問 2》　Ｔは振込手続について説明した。Ｔの説明に関する下記の文章の空欄
㋐～㋒に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

仕向銀行の振込処理が完了した後に、振込依頼人から当該振込金額の変更
依頼を受けた場合、仕向銀行は（　㋐　）手続を行います。振込資金が既に
振込先の口座に入金されている場合、（㋐）手続にあたって（　㋑　）の承
諾を得る必要があります。一方、仕向銀行の錯誤により振込金額の相違等が
生じた場合、仕向銀行は被仕向銀行に対して（　㋒　）依頼を行います。

1．㋐返還　　　㋑受取人　　　　　㋒訂正
2．㋐組戻　　　㋑受取人　　　　　㋒取消
3．㋐組戻　　　㋑被仕向銀行　　　㋒訂正
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《問 3》　Ｔは障害者への対応について説明した。Ｔの説明に関する次の記述の
うち、障害者差別解消法に基づき制定された金融庁の「金融庁所管事業
分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」に
照らし、最も不適切なものはどれか。

1 ．「障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由にサービスの提供や来店
を拒否することや、取引に制限や条件を付すことは、不当な差別的取扱いに
該当します」
2．「障害等により本人のみでは意思の表明が困難なときに、同行した親族、
介助者等が本人を補佐して意思の表明を行う場合、表明された意思の解釈に
あたっては、障害者本人の真意から離れたものとなることのないよう留意す
る必要があります」
3．「事務手続の順番の入替えを行ったり、障害者のみ別室を用意したりする
ことは、周囲の者の理解を得たとしても、障害者を障害者ではない者と比べ
て優遇する取扱いとして不当な差別的取扱いに該当します」

《問 4》　Ｔは代筆について説明した。Ｔの説明に関する次の記述のうち、金融
庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの
総合的な監督指針」に照らし、最も不適切なものはどれか。なお、本問
において「自筆困難者」とは、障害等により自筆が困難な者とする。

1 ．「預金取引のために自筆困難者が同行者を伴って来店した際に、自筆困難
者に同行者へ代筆を依頼する意思がない場合でも、原則として、職員は代筆
を行わずに同行者へ代筆を依頼することが求められます」
2．「自筆困難者から口頭で預金取引の申込を受けて代筆を行う際は、自筆困
難者の意思表示の内容を記録として残すことが求められます」
3．「自筆困難者の親族や同行者が代筆を行った場合、職員は複数で代筆内容
を確認し、確認した事実を記録として残すことが求められます」
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 解答・解説
【第 1問】
《問 1》現金の取扱い
1 ．適切である。「現金その場限り」とされており、現金の授受は後から過不
足を証明することが困難なため、顧客の面前で勘定を行う必要がある。大量
の紙幣や硬貨を授受して面前で勘定を行うことがむずかしい場合は、顧客に
大まかな申出金額を確認し、出納機等で勘定した金額と申出金額が相違した
場合の取扱いについてあらかじめ取り決めておくことが望ましい。
2．不適切である。表裏の両面があり、かつ券面の 3分の 2以上が残存してい
る紙幣は、券面額の全額として扱われる（日本銀行法48条、同法施行規則 8
条）。
3．適切である。  【正解】 2

《問 2》振込手続
仕向銀行の振込処理が完了した後に、振込依頼人から当該振込金額の変更依
頼を受けた場合、仕向銀行は組戻手続を行う。振込資金が既に振込先の口座に
入金されている場合、組戻手続にあたって受取人の承諾を得る必要がある。一
方、仕向銀行の錯誤により振込金額の相違等が生じた場合、仕向銀行は被仕向
銀行に対して取消依頼を行う。  【正解】 2

《問 3》障害者対応
1 ．適切である（金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の
推進に関する対応指針　第 2－ 1（ 1））。例えば、金融機関が、手に障害が
あり伝票の記入がむずかしい者との取引を拒絶する行為、視覚障害を理由に
金融商品のパンフレット提供や商品の販売を拒むことは、不当な差別的取扱
いに当たる。
2．適切である。（金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消
の推進に関する対応指針　第 2－ 2（ 2））
3．不適切である。障害者の事実上の平等を促進または達成するため、障害者
を障害者でない者と比べて優遇する取扱い（積極的改善措置）や障害者に対
する合理的配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いは、不当な差
別的取扱いには該当しない（金融庁所管事業分野における障害を理由とする
差別の解消の推進に関する対応指針　第 2－ 1（ 1））。  【正解】 3

 解答・解説

 
 

 

第

3

章



【winCC2022】３級 金融窓口サービス技能士　学科・実技　過去問題解説集（2021～2022年度実施分）／ono

194

《問 4》代筆
自筆困難者（障害等により自筆が困難な者）から口頭で預金口座開設等の預
金取引や融資取引の申込みがあった場合、金融機関は、自筆困難者の保護を図
ったうえで、代筆を可能とする旨の社内規則を整備し、十分な対応を行う必要
がある。また、社内規則で代筆を認めている場合でも、窓口で職員による代筆
を断るケースや、一部のみでも自筆困難者に署名を求めるケースが発生してお
り、より一層の周知が求められている。
1．不適切である。自筆困難者が、例えばヘルパー等の同行者に、代筆を依頼
する意思がない場合、当該同行者へ代筆を依頼するよう求めるのではなく、
職員が代筆を行うこととしている（主要行等向けの総合的な監督指針Ⅲ－ 6
－ 4－ 2－（ 2）①イａ注 3）。
2．適切である（主要行等向けの総合的な監督指針Ⅲ－ 6－ 4－ 2－（ 2）①
イｂⅰ）。
3．適切である。自筆困難者から依頼されて親族や同行者が代筆する場合、手
続として複数の職員で代筆内容を確認し、その確認したという事実を記録と
して残すこととされている。また、職員が代筆を行う場合も、親族や同行者
による代筆の場合と同様の手続を行うこととされている（主要行等向けの総
合的な監督指針Ⅲ－ 6－ 4－ 2－（ 2）①イｂⅱ～ⅲ）。
  【正解】 １
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解答にあたっての注意

1 ．試験問題については、特に指示のない限り、2022年10月 1 日現在施行の
法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対
する各種特例等については考慮しないものとします。
2．問題文中の法律名等については、以下のような略称を用いています。
・金融ADR制度＝金融分野における裁判外紛争解決制度
・日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」
＝高齢顧客への勧誘による販売に係る「協会員の投資勧誘、顧客管理
等に関する規則」等の一部改正及び「協会員の投資勧誘、顧客管理等
に関する規則第 5 条の 3 の考え方」（高齢顧客への勧誘による販売に
係るガイドライン）
・振り込め詐欺救済法＝犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復
分配金の支払等に関する法律

3．問題は、【第 １問】から【第 5問】まであります。
4．各問の問題番号は通し番号となっており、《問 １》から《問20》までと
なっています。
5．解答は、解答用紙に記入してください。
6．問題文中の「金融商品取引法上」という表現は、同法のほか、関連する
政令・内閣府令等を含みます。他の法律についても同様です。
7．問題文中の「Ｘ銀行」は、外国銀行支店ではなく、金融商品取引法上の
「登録金融機関」となっているものとします。
8．問題文中の「一般投資家」は、金融商品取引法上の「特定投資家」以外
の投資家をいいます。
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【第 1 問】次の設例に基づいて、下記の各問（《問 1》～《問 4》）に答えなさ
い。

《設　例》

Ｘ銀行Ｙ支店では、金融商品取引法上の行為規制に関する勉強会が実施さ
れた。
今回のテーマは、金融商品取引法上の①「広告等の規制」、②「断定的判断

の提供等の禁止」、③「損失補填等の禁止」、④「不招請勧誘の禁止」である。

《問 1》　設例の下線部①に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本問における「顧客」は、一般投資家であるものとする。

1 ．金融商品取引業者等が、個別の金融商品の取引を勧誘する目的ではなく、
アフターフォローの一環として、顧客に株価や投資信託の基準価額等の情報
を提供する場合、広告等の規制の対象とならない。
2．金融商品取引業者等が、個別の金融商品の取引を勧誘する目的で、多数の
顧客に同様の内容で当該商品の情報提供を電子メールによって行う場合、広
告等の規制の対象とならない。
3．金融商品取引業者等が、多数の顧客に対面で金融商品に係るパンフレット
等を直接手渡す場合、広告等の規制の対象とならない。

《問 2》　設例の下線部②に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1 ．金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売の際に、顧客に対して断定
的判断の提供等を行ったとしても、当該顧客が金融商品取引契約を締結しな
かった場合、金融商品取引法上の違反行為とならない。
2．金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売の際に、「 1 年後に必ず日
経平均株価は今より高くなる」と顧客に説明する行為は、結果的に当該顧客
に利益が生じた場合でも、断定的判断の提供等に該当する。
3．金融商品取引業者等が、金融商品の勧誘・販売の際に、将来の不確実な事
項に関して新聞報道やアナリスト・レポート等を提示して説明することや個
人的な意見を顧客に伝えることはいっさい認められない。
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《問 3》　設例の下線部③に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ
か。

1 ．金融商品取引業者等が、顧客に対して、有価証券売買取引等の契約時に顧
客に生じた損失の補填を約束する行為だけでなく、顧客が、金融商品取引業
者等に対して、損失の補填を約束させる行為も、損失補填等の禁止行為に該
当する。
2．金融商品取引業者等の担当者に過失はないが、コンピュータシステムの障
害等を原因として顧客の注文の執行を誤ることにより当該顧客に損失を及ぼ
した場合、当該損失を補填する行為は、損失補填等の禁止行為に該当する。
3．金融商品取引業者等が、第三者に対して、有価証券売買取引等の契約後に
顧客に生じた利益に財産上の利益を追加するように約束させる行為は、損失
補填等の禁止行為に該当する。

《問 4》　設例の下線部④に関する下記の文章の空欄㋐～㋒に入る語句の組合せ
として、次のうち最も適切なものはどれか。

金融商品取引法上、金融商品取引業者等の役員や使用人が、金融商品取引
契約の勧誘の要請をしていない顧客（一般投資家）に対して、訪問または
（　㋐　）により、当該勧誘を行うことは禁止されている。この禁止行為に
は、勧誘を行ってよいか否かを尋ねること（　㋑　）。また、不招請勧誘の
禁止は、（　㋒　）が規制対象となる。

1．㋐電話　　　　　 ㋑は含まれない　 ㋒すべての金融商品
2．㋐郵便物の送付　 ㋑も含まれる　　 ㋒すべての金融商品
3．㋐電話　　　　　 ㋑も含まれる　　 ㋒政令で定められた所定の金融商品
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 解答・解説
【第 1問】
《問 1》広告等の規制
1 ．適切である。顧客に対し、個別商品名の記載はあるが、直接的な誘引文言
や当該商品の商品概要または詳細などの記載がない資料等を、個別商品の取
引を誘引する目的ではなく情報提供する行為（アフターサービスの一環と認
められるものなど）は、金融商品取引法上の「広告等」から除かれている
（「金融商品取引法における広告等規制について」Ｑ&Ａ問 2⑤、金融商品取
引法37条、金商業等府令72条）。
2．不適切である。広告等の規制の対象となるのは、郵便、信書便、ファクシ
ミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラまたはパ
ンフレットを配布する方法その他の方法により多数の者に対して同様の内容
で行う情報の提供とされており、電子メールも広告等の規制の対象となる
（金融商品取引法37条、金商業等府令72条）。
3．不適切である。金融商品取引業者等が、多数の顧客に対して、同様の内容
で行う情報の提供は、対面・非対面にかかわらず、広告類似行為として広告
等の規制の対象となる（金融商品取引法37条、金商業等府令72条）。

【正解】 １

《問 2》断定的判断の提供等の禁止
1 ．不適切である。金融商品取引法上、断定的判断の提供等をして金融商品取
引契約の締結の勧誘を行うこと自体が禁止されており、断定的判断の提供等
を行った以上、顧客が結果としてその契約を締結しなくとも、金融商品取引
法上の禁止行為を行ったことになる（同法38条 2 号）。
2．適切である。顧客に利益が生じた場合でも、断定的判断の提供等に該当
し、違法な勧誘・販売行為とされる。
3．不適切である。顧客に対して「金利、為替の見通しを伝えること」「アナ
リスト・レポートを渡すこと、およびその内容を説明すること」「個人的な
意見を伝えること」は必ずしも禁止されていない。ただし、将来の不確実な
事項を伝える際には誤解を招くことのないよう、伝え方および相手の属性に
十分注意する必要がある。

【正解】 2

 解答・解説
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《問 3》損失補填等の禁止
1 ．適切である（金融商品取引法39条 2 項 1 号・ 2号）。
2．不適切である。電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤
り、これによって顧客に損失を及ぼした場合は事故に該当するとされており
（金商業等府令118条 1 号ニ）、損失補填等の禁止が適用されない（金融商品
取引法39条 3 項）。なお、過失の有無は問われていない。
3．適切である（金融商品取引法39条 1 項 2 号）。
  【正解】 2

《問 4》不招請勧誘の禁止
不招請勧誘を禁止する金融商品取引法38条 4 号は、訪問または電話により、
金融商品取引契約の勧誘をする行為を禁じている。本号で禁止される行為に
は、勧誘を行ってよいか否かを尋ねる行為も含まれる（金融商品取引業者等向
けの総合的な監督指針Ⅳ－ 3－ 3－ 2 （10）①イ）。ただし、すべての金融商
品取引契約が不招請勧誘の規制対象とされるわけではなく、金融商品取引契約
の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとし
て政令で定めるものに限り、規制対象となる（同法38条 4 号）。政令では、外
国為替証拠金取引などの店頭金融先物取引および個人顧客を相手方とする店頭
デリバティブ取引全般ならびにこれらの取引の媒介・取次ぎ・代理を行うこと
が規定されている（同法施行令16条の 4第 1項）。
  【正解】 3
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